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大川広域行政組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則 

 

  
平成16年 3月24日 
規 則 第 7 号 

  

改正 令和元年12月25日規則第14号  

 （目的） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３８条の

規定に基づき、職員（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第２

２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。以下同じ。）の営利企業等に従事する場合における

必要な事項を定めることを目的とする。 

 （地位） 

第２条 法第３８条第１項の規定に基づき、営利を目的とする会社その他の団体において、役員の

ほか兼ねることができない地位は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ 顧問 

 ⑵ 相談役 

 ⑶ 評議員 

 ⑷ 参与 

 ⑸ その他前各号に類する者 

 （許可の基準） 

第３条 任命権者は、職員が法第３８条第１項の規定に基づき、前条に定める地位を兼ね、若しく

は自ら営利企業を営み、又は自ら報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をし

たときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。 

 ⑴ 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合 

 ⑵ その営利企業等が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、利害関係の生ずるおそれが

ある場合 

 ⑶ その他公務員として妥当でないと認められる場合 

 （許可の取消し） 

第４条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に

反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年１２月２５日規則第１４号） 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定による改正後の大川広域行

政組合職員の給与に関する規則第３０条及び第３６条の改正規定は、令和元年１２月１４日から適

用する。 

 


